
【基本事項】

年 月 ～ 年 月

【事業の概要及び分析】

【投入されたコスト・業務量】

人 人 人

人 人 人

【事業の評価】

前年度の総合評価
（評価が変わった場合はその理由）

現状維持

達成度
事業の活動成果は目標
を上回っているか
（下回っている場合は、その理由）

 法定給付事業であり、目標設定にはなじまない。

総　合　評　価
現状維持

被保険者の減少及び高齢化、医療の高度化による医療費の増加などにより
一人当たり納付金は増加しており、国民健康保険の運営は厳しい財政状況
にある。また、度重なる制度改正により事務処理も増加している。そのような
現状にあっても、丁寧でわかりやすい説明を行うことで被保険者に寄り添っ
た保険給付を引き続き実施していく。

 

公平性
受益者が偏っていないか
適切な費用負担を求めて
いるか

Ａ 適切である 法定給付である。

効率性
予算、人員と成果を踏ま
え、事業が効率的に行わ
れているか

Ａ 適切である
審査と情報処理の一部を外部委託し、係でなければできない仕事を行ってい
る。医療高度化等による給付額と件数が増加傾向にあり、加えて近年の相
次ぐ制度改革により事務量は増加している。

％

区　　　　分 評　　価 説　　　　　　明

妥当性
町が行う必要があるか
国・県・民間・住民と役割
分担できないか

Ａ
法律で義務
付けられて
いる

国保法により、町による運営が義務付けられている。

受 益 者 負 担 率　（Ｄ／Ｃ） 18.809 ％ 19.811 ％ 18.054

千円

一般財源　（町の負担） 130,592 千円 124,144 千円 136,056 千円

うち 使用料・手数料　Ｄ 351,837 千円 348,168 千円 324,245

千円 千円

そ　　の　　他 365,258 千円 362,806 千円 325,860 千円

千円 14 千円

県　の　負　担 1,374,660 千円 1,268,278 千円 1,334,070 千円財
源
内
訳

特
定
財
源

国　の　負　担 28 千円 2,228

町　の　借　入 千円

26,320 千円

事 業 費 合 計　Ｃ （A＋Ｂ） 1,870,539 千円 1,757,456 千円 1,796,000 千円

115 千円

正規職員人件費　Ｂ 4.00 27,613 千円 4.00 24,647 千円 4.00

1,769,680 千円

うち 会計年度任用職員人件費 3.00 1,367 千円 3.00 90 千円 2.00

令和５年度決算 令和６年度決算 令和７年度予算

事
業
費

事　　業　　費　　　Ａ 1,842,926 千円 1,732,809 千円

559,878

達成率

令和６年度 令和７年度

加入者一人当
たりの医療費

医療費支弁額総額／受
給対象者

円

目　標

実　績

事業の活動成果

（事業の実施によりどのよう
な状態にしたいか）

指標名 指標の算出方法 単位 令和５年度

559,037

事業区分

根拠法令等の名称 国民健康保険法、下諏訪町国民健康保険条例、下諏訪町国民健康保険給付規則

事業の目的
　（誰に対して）
　（何のために）
　（何を行うか）

ほかの健保被保険者を除く住民を対象とし、全ての町民を健康保険の対象とする（皆保険）ことを目的とする。
医療機関を受診した際、医療費の一部を法の枠内で町国保が負担する。
また、一ヶ月の医療費が法定の限度額を超過した場合や、出産、死亡等に際して給付を行う。
※国保制度改革により、平成３０年度から国保財政運営に県が加わり、県への納付金の納付方法が変更と
なった。

事業の開始・終了

担当係名 国保年金係

単年度予算 運営方法 直　営

（事業に始期又は終期がある場合に記入）

（予算書コード） 03-01-01-20-01 国民健康保険特別会計

令和6年度事務事業評価シート

事務事業名 国民健康保険の運営
担当課名 住民環境課



【基本事項】

年 月 ～ 年 月

【事業の概要及び分析】

【投入されたコスト・業務量】

人 人 人

人 人 人

【事業の評価】

（予算書コード） 030301-05-01、030301-10-01、030301-12-01

令和6年度事務事業評価シート

事務事業名 福祉医療給付事業
担当課名 住民環境課

担当係名 国保年金係

単年度予算 運営方法 直　営

（事業に始期又は終期がある場合に記入）

事業区分

根拠法令等の名称 下諏訪町福祉医療費給付金条例

事業の目的
　（誰に対して）
　（何のために）
　（何を行うか）

医療費の負担が重い母子・父子家庭、18歳到達年度末までの乳幼児等、一定の要件に該当して
いる障がい者を対象とし、医療費の軽減を図るため、１ケ月１医療機関ごと自己負担額を500円とし
て、かかった医療費の差額を給付する。

事業の開始・終了

事業の活動成果

（事業の実施によりどのよう
な状態にしたいか）

指標名 指標の算出方法 単位 令和５年度

45,697

令和６年度 令和７年度

受給者一人当
たりの医療給
付費

福祉医療費給付額/受給
者数

円

目　標

実　績 44,089

達成率

令和５年度決算 令和６年度決算 令和７年度予算

事
業
費

事　　業　　費　　　Ａ 154,091 千円 142,451 千円 154,929 千円

うち 会計年度任用職員人件費 千円 千円 千円

正規職員人件費　Ｂ 1.00 6,749 千円 1.00 6,938 千円 1.00 7,274 千円

事 業 費 合 計　Ｃ （A＋Ｂ） 160,840 千円 149,389 千円 162,203 千円

財
源
内
訳

特
定
財
源

国　の　負　担 千円

町　の　借　入 千円

千円 千円

県　の　負　担 55,596 千円 57,334 千円 65,355 千円

千円

そ　　の　　他 千円 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源　（町の負担） 105,244 千円 92,055 千円 96,848 千円

うち 使用料・手数料　Ｄ

一定以上の重度障がい者や、母子父子家庭が医療を受けられる環境を整え
ることは、行政の責務である。平成30年8月診療から開始された18歳未満の
乳幼児等に対する現物給付方式は、子育て支援策の一環として有効であ
る。

受 益 者 負 担 率　（Ｄ／Ｃ） 0 ％ 0 ％ 0

適切である
電算処理は外部委託をし、他市町村と比較しても必要最小限の職員体制で
事務を行っている。

％

区　　　　分 評　　価 説　　　　　　明

妥当性
町が行う必要があるか
国・県・民間・住民と役割
分担できないか

Ｂ
町以外では
行えない

 

公平性
受益者が偏っていないか
適切な費用負担を求めて
いるか

Ａ 適切である
医療費を助成することにより、経済的負担を軽減しており、制度として適正に
行われている。

効率性
予算、人員と成果を踏ま
え、事業が効率的に行わ
れているか

Ａ

達成度
事業の活動成果は目標
を上回っているか
（下回っている場合は、その理由）

 
該当者からの申請に基づき受給者証を発行しており、目標設定にはそぐわ
ない。

総　合　評　価
現状維持

対象者の経済的負担軽減が得られ、公共性、必要性は高い。また、福祉政
策の一環としても、とても大きい役割をしている。

前年度の総合評価
（評価が変わった場合はその理由）

現状維持



【基本事項】

年 月 ～ 年 月

【事業の概要及び分析】

【投入されたコスト・業務量】

人 人 人

人 人 人

【事業の評価】

（予算書コード） 03-01-03-24-01 後期高齢者医療特別会計

令和6年度事務事業評価シート

事務事業名 後期高齢者医療の推進
担当課名 住民環境課

担当係名 国保年金係

4

単年度予算 運営方法 その他

（事業に始期又は終期がある場合に記入）

事業区分

根拠法令等の名称 高齢者の医療の確保に関する法律

事業の目的
　（誰に対して）
　（何のために）
　（何を行うか）

75歳以上の方（一定の障がいをもつ65歳以上の方も含む）を対象とし、心身の特性に合わせた医
療サービスを介護サービスと連携して提供することにより、健康の質を向上させる「医療の適正化」
を目標とする。また、後期高齢者の医療を現役世代と分離することにより、世代間の負担を明確に
し、公平化及び財政基盤の安定化を図る「医療費の適正化」を視野に入れたもので、そのための窓
口業務（申請受付・保険証の交付等）及び保険料の徴収を行う。

事業の開始・終了 平成 20

事業の活動成果

（事業の実施によりどのよう
な状態にしたいか）

指標名 指標の算出方法 単位 令和５年度

974,399

令和６年度 令和７年度

受給者一人当
たりの医療費

医療費総額／受給対象
者

円

目　標

実　績 971,849

達成率

令和５年度決算 令和６年度決算 令和７年度予算

事
業
費

事　　業　　費　　　Ａ 380,736 千円 436,449 千円 454,182 千円

うち 会計年度任用職員人件費 千円 千円 千円

正規職員人件費　Ｂ 1.00 3,913 千円 1.00 8,677 千円 1.00 8,918 千円

事 業 費 合 計　Ｃ （A＋Ｂ） 384,649 千円 445,126 千円 463,100 千円

財
源
内
訳

特
定
財
源

国　の　負　担 千円

町　の　借　入 千円

千円 千円

県　の　負　担 千円 千円 千円

千円

そ　　の　　他 307,621 千円 357,280 千円 370,900 千円

千円 356,818 千円 370,139

千円

千円

一般財源　（町の負担） 77,191 千円 88,316 千円 92,200 千円

うち 使用料・手数料　Ｄ 306,487

実施主体を長野県後期高齢者医療広域連合とし、町は窓口業務や収納業
務を実施することが法により定められている。

受 益 者 負 担 率　（Ｄ／Ｃ） 79.68 ％ 80.161 ％ 79.926

適切である
財政及び制度運用の基幹を県単位の後期高齢者医療広域連合が担うこと
で、効率的に制度が運営されている。

％

区　　　　分 評　　価 説　　　　　　明

妥当性
町が行う必要があるか
国・県・民間・住民と役割
分担できないか

Ａ
法律で義務
付けられて
いる

 

公平性
受益者が偏っていないか
適切な費用負担を求めて
いるか

Ａ 適切である 法定給付及び現役世代からの支援金により、公平を維持している。

効率性
予算、人員と成果を踏ま
え、事業が効率的に行わ
れているか

Ａ

達成度
事業の活動成果は目標
を上回っているか
（下回っている場合は、その理由）

 目標設定にはなじまない。

総　合　評　価
現状維持

高齢化社会における医療費抑制と、高齢者への医療提供を実現するため
に、安定的な運営を可能にする必要がある。高齢の被保険者へのわかりや
すい説明と公平感のある保険料の賦課徴収や給付についての説明を今後も
実施していく必要がある。

前年度の総合評価
（評価が変わった場合はその理由）

現状維持



【基本事項】

年 月 ～ 年 月

【事業の概要及び分析】

【投入されたコスト・業務量】

人 人 人

人 人 人

【事業の評価】

（予算書コード） 04-01-01-14-01

令和6年度事務事業評価シート

事務事業名 高齢者の保健・介護一体的実施事業の運営
担当課名 住民環境課

担当係名 国保年金係

4

単年度予算 運営方法 直　営

（事業に始期又は終期がある場合に記入）

事業区分

根拠法令等の名称 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等一部改正法、高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法、介護保険法

事業の目的
　（誰に対して）
　（何のために）
　（何を行うか）

65歳以上の国民健康保険被保険者及び、75歳以上の後期高齢者医療被保険者を対象に実施。 74歳までの
国保保健事業と75歳以降の後期高齢者医療制度の保健事業の適切な継続や、介護予防の取り組みの一体
的実施が推進されることから、庁内関係課との連携により事業を実施。専従の医療専門職（保健師等）による
KDBシステムを活用した健康課題の分析、事業の企画・調整及び、地域における高血圧・糖尿病ハイリスク者
への重症化予防個別支援、認知症などフレイル予防の健康教育を行う。

事業の開始・終了 令和 3

事業の活動成果

（事業の実施によりどのよう
な状態にしたいか）

指標名 指標の算出方法 単位 令和５年度

60

令和６年度 令和７年度

高齢者の保健・
介護予防の一
体的実施事業

ハイリスクアプローチ対
象者への保健指導実施
数

人

目　標 83 82 89

実　績 78

達成率 72.3% 95.1%

令和５年度決算 令和６年度決算 令和７年度予算

事
業
費

事　　業　　費　　　Ａ 2,250 千円 2,262 千円 2,479 千円

うち 会計年度任用職員人件費 千円 千円 千円

正規職員人件費　Ｂ 0.05 337 千円 0.05 347 千円 0.05 364 千円

事 業 費 合 計　Ｃ （A＋Ｂ） 2,587 千円 2,609 千円 2,843 千円

財
源
内
訳

特
定
財
源

国　の　負　担 千円

町　の　借　入 千円

千円 千円

県　の　負　担 千円 千円 千円

千円

そ　　の　　他 825 千円 620 千円 1,050 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源　（町の負担） 1,762 千円 1,989 千円 1,793 千円

うち 使用料・手数料　Ｄ

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等一部改
正法（2020年４月施行）により、高確法、国保法、介護保険法にそれぞれ事
業が位置付けられている。

受 益 者 負 担 率　（Ｄ／Ｃ） 0 ％ 0 ％ 0

適切である
訪問の対象者を経年で追えるように台帳や評価表を整理し、優先的に関わ
るべき対象者を明確化した。対象者のうち、よりリスクの高い未治療者からア
プローチをしていくなど、優先度の高い順に保健指導を実施している。

％

区　　　　分 評　　価 説　　　　　　明

妥当性
町が行う必要があるか
国・県・民間・住民と役割
分担できないか

Ａ
法律で義務
付けられて
いる

 

公平性
受益者が偏っていないか
適切な費用負担を求めて
いるか

Ａ 適切である 高確法、国保法、介護保険法にそれぞれ対象者が位置付けられている。

効率性
予算、人員と成果を踏ま
え、事業が効率的に行わ
れているか

Ａ

達成度
事業の活動成果は目標
を上回っているか
（下回っている場合は、その理由）

Ｂ
目標値どお
りである

アウトプット評価としては目標に準じた保健指導の介入ができた。家庭血圧
測定の定着や受診行動の変化など行動変容に資する内容となっているか、
保健指導の内容を見直していくことが必要。

総　合　評　価
現状維持

後期高齢者被保険者数は今後増加する見込みであり、保健事業へのニー
ズは高くなっている。健診受診後に個別のフォローとしての訪問（ハイリスク
アプローチ）に加え、結果説明会や健康教室（ポピュレーションアプローチ）を
実施する。ハイリスクとポピュレーション両輪のアプローチでフォローアップを
手厚くすることが健診受診率の向上に寄与すると考えられる。

前年度の総合評価
（評価が変わった場合はその理由）

手法改善
優先的に関わるべき対象者を明確化し、訪問等による個別保健指導につな
げていくことができた。


